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別表八(一)付表
｢５｣又は｢９｣欄に｢特定株式投信｣と記載がある場合には、適用額明細書に以下の記載が必要です。

　特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入

等の特例(その他株式等の場合)を適用している場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の６第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00278｣

③　｢適用額｣欄：｢５｣欄に｢特定株式投信｣と記載した銘柄の｢８｣

　欄の金額の合計額

※　平成27年４月１日前に開始した事業年度

｢５｣欄

　特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の

益金不算入の特例(非支配目的株式等の場合)を適用し

ている場合※

①　｢租税特別措置法の条項｣欄：｢第67条の６第１項｣

②　｢区分番号｣欄：｢00278｣

③　｢適用額｣欄：｢９｣欄に｢特定株式投信｣と記載した

　銘柄の｢14｣欄の金額の合計額

※　平成27年４月１日以後に開始する事業年度

｢９｣欄


